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（参考）柔軟な電気計量と需要家保護の両立の方策
2019.5.10 第7回次世代技術を活用した
新たなプラットフォームの在り方研究会
事務局資料４抜粋

（１）特定の電力取引を定義し、柔軟な電気計量を可能とすることについてどう考えるか。

 現状の需要家保護と、新たなニーズとの両立を図る観点から、通常の電力取引に係る電気計量については現行どおりと
しつつ、「特定の電力取引」を定義し、この定義に合致するものについて、柔軟な計量を認めることについてどう考えるか。

 例えば、「特定の電力取引」については、論点１のような具体的なニーズ等を踏まえることに加え、需要家保護の観点か
ら、需要家との間での合意を前提とすることについてどう考えるか。

（２）特定の電力取引に関し、どのような柔軟な電気計量を可能とするか。

 例えば、通常の検定を柔軟な電気計量を可能とする場合であっても、計量の正確性の担保は必要。

 新たなビジネスを行う上で、「柔軟な電気計量」として、どのような柔軟性が求められるか。

（例）表示機構を分離した計量、計量専用の機器でない機器による計量（PVのパワコンによる計量、EVの急速充電
器による計量、DR制御器による計量等）、差分計量、検定によらず長期間の機器利用 等

（３）柔軟な計量を可能とするに際して、上記（１）の特定取引の定義に加え、更にどのような需
要家保護策が必要と考えられるか。

 通常の特定計量器については、定期的に検定を受けることが必要。他方、新たな電気計器が多様な電力取引で使わ
れるニーズが広がり、これらの電気計器を取引等において使用できるとした場合、ロットが小さいため、検定料が高騰し、結
果としてこうした新たな柔軟な電気計量を通じた分散型エネルギーリソースの活用が進まないことも考えられる*1。

*1 例えば、排水・排ガスの流量計については、排ガスや排水に不純物が混入しており、正確な水及びガスの流量を計ることが物理的に難しいことから、同流
量計の検定を実行することも困難であり、計量法に基づく検定は不要（計量法第16条第1項ただし書き及び施行令第５条）とされているが、この場合でも、
届出製造事業者制度などの正確性担保措置は必要とされている。

 このため、 「柔軟な計量」のための計量器を製造する者に対しては、届出製造事業者制度*2を適用するとともに、例えば、
「特定の電力取引」を行う者に対し、当該取引に参加する需要家への「柔軟な電気計量」に関する仕様・計量方法*3や
計量精度、正確性の担保方法等の説明や、苦情対応などを求めることについてどう考えるか。

*2 計量法第40条に基づき、特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場等の所在の都道府県知事を経由して、経
済産業大臣への届出が必要。

*3 差分計量など、計量器を直接用いない計量方法も含む。
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（参考）日本電気計器検定所における技術的な検討について

特定電気取引に関する計量課題研究会

主な検討事項

① 柔軟な電気計量制度の適用の範囲（取引参加者、計量器の種類等）
② 需要家保護の観点等を踏まえた柔軟な計量制度の在り方（求める要件の具体化等）
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